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幼児教育・保育の無償化に関する国と地方の協議の経緯
平成29年12月８日 「新しい経済政策パッケージ」（閣議決定）
平成30年６月15日 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（閣議決定）

11月21日、
12月 ３日

12月25日

12月28日 「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」（関係閣僚合意）

平成31年２月14日

令和元年５月10日 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立

８月 ２日

10月31日

令和２年２月３日

教育の無償化に関する国と地方の協議
議題：国と地方の負担割合、財政措置
（地方側） 全国知事会会長、全国市長会会長、全国町村会会長 他
（政府側） 内閣府特命担当大臣（少子化対策）、文部科学大臣、厚生労働大臣、総務大臣

幼児教育・保育の無償化に関する協議の場 幹事会（第１回）
議題：対象となる認可外保育施設の範囲を条例で定めることを可能とする仕組みの検討
（地方側） 全国知事会が推薦する知事、全国市長会が推薦する市長、全国町村会が推薦する町村長
（政府側） 内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長

幼児教育・保育の無償化に関する協議の場 幹事会（第２回）
議題：ベビーシッターが無償化の対象となるための基準の検討

幼児教育・保育の無償化に関する協議の場 幹事会（第３回）
議題：法案成立後の準備状況

幼児教育・保育の無償化に関する協議の場
議題：無償化の施行状況
（地方側） 全国知事会会長、全国市長会会長、全国町村会会長
（政府側） 内閣府特命担当大臣（少子化対策）、文部科学大臣、厚生労働大臣

幼児教育・保育の無償化に関する協議の場 幹事会（第４回）
議題：幼児教育・保育の無償化に関する取組状況等
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9月16日 幼児教育・保育の無償化に関する協議の場 幹事会（第5回）
議題：・幼児教育・保育の無償化の施行状況について

・幼児教育・保育の無償化の対象とならない多様な集団活動等への支援の在り方について
・認可外保育施設の質の確保・向上に向けた取組について 1



新制度の対象とならない幼稚園
（特別支援学校を含む）

幼稚園等の
預かり保育事業

認可外保育施設等 合計

施設・事業数 4,157 13,395 26,549 44,101

認定区分 子ども数（人） 主な利用施設等

第１号 582,996 新制度の対象とならない幼稚園

第２号 364,024 認定こども園又は幼稚園＋幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等

第３号 9,765 認定こども園又は幼稚園＋幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等

合計 956,785 

認定区分 子ども数（人） 主な利用施設等

第１号 595,447 認定こども園、新制度幼稚園

第２号 1,582,039 認定こども園、保育所

第３号 156,670 認定こども園、保育所、地域型保育事業

合計 2,334,156 

幼児教育・保育の無償化の施行状況について（令和２年４月調査）

１．特定教育・保育施設等の数及び対象子ども数

＊１：認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の合計

２．特定子ども・子育て支援施設等の数及び対象子ども数

＊１

＊２

＊２：「施設等利用給付認定子ども（第２号、第３号）」の利用者には、「教育・保育給付認定子ども（第１号）」で預かり保育事業等を利用する子どもが含まれる。

①幼保連携型認定こども園
（地方裁量型認定こども園含む）

②新制度幼稚園
（幼稚園型認定こども園含む）

③保育所
（保育所型認定こども園含む）

④地域型保育事業 合計

施設・事業数 5,207 5,472 23,759 6,911 41,349

（１）特定教育・保育施設等の数

（２）教育・保育給付認定を受けて無償化の対象となる子ども数

（２）施設等利用給付認定を受けて無償化の対象となる子ども数

（１）特定子ども・子育て支援施設等の数

＊２
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幼児教育・保育の無償化の施行状況について（令和２年４月調査）

４．市区町村ごとの施設等利用費の給付方法と給付頻度

【最も選択されている給付方法、給付頻度の組合せ】
○新制度の対象とならない幼稚園…代理請求・受領、毎月

○認可外保育施設、預かり保育事業…償還払い、３か月以内に１回

施設・事業 給付方法 割合
（自治体数）

給付頻度 割合
（自治体数）

新制度の対象
とならない幼稚園

（１）償還払い 22%
(264)

①毎月 21% (56)

②3か月以内に1回 44%(115)
③6か月以内に1回 21% (55)
④その他 14% (38)

（２）代理請求・受領 58%
(682)

①毎月 79%(538)

②3か月以内に1回 10% (69)
③6か月以内に1回 5% (33)
④その他 6% (42)

（３）概算払い・事後精算 9%
(107)

①毎月 35% (37)

②3か月以内に1回 43% (46)
③6か月以内に1回 16% (17)
④その他 7%  (7)

（４）その他
（施設の希望に応じて選択など）

10%
(121 )

幼稚園等の
預かり保育事業

（１）償還払い 58%
(771)

①毎月 12% (94)

②3か月以内に1回 64%(491)
③6か月以内に1回 15%(115)
④その他 9% (71)

（２）代理請求・受領 26%
(349)

①毎月 68%(237)

②3か月以内に1回 14% (48)
③6か月以内に1回 8% (27)
④その他 11% (37)

（３）概算払い・事後精算 1%
(15)

①毎月 20%  (3)

②3か月以内に1回 27%  (4)
③6か月以内に1回 27%  (4)
④その他 27%  (4)

（４）その他
（施設の希望に応じて選択など）

15%
(200)

認可外保育施設

（１）償還払い 75%
(868)

①毎月 17%(151)

②3か月以内に1回 62%(541)
③6か月以内に1回 10% (90)
④その他 10% (86)

（２）代理請求・受領 13%
(148)

①毎月 78%(116)

②3か月以内に1回 9% (14)
③6か月以内に1回 6%  (9)
④その他 6%  (9)

（３）概算払い・事後精算 1%
(16)

①毎月 31%  (5)

②3か月以内に1回 44%  (7)
③6か月以内に1回 13%  (2)
④その他 13%  (2)

（４）その他
（施設の希望に応じて選択など）

11%
(125)

区分
概ねの

支給月額
（円）

上限額
（円）

①新制度の対象とならない私立幼稚園を利用している者
（私立特別支援学校含む）

25,700 23,400 

②幼稚園等に在籍して預かり保育
事業等を利用している者

第２号

預かり保育事業

11,300

4,100 

認可外保育施設等 5,800 

第３号

預かり保育事業

16,300

3,600 

認可外保育施設等 2,300 

③認可外保育施設等のみを利用して
いる者

第２号 37,000 30,600 

第３号 42,000 26,800 

＜出典＞
1(1)：①内閣府「認定こども園に関する状況について」（平成31年４月１日現在）

②［公立］文部科学省「令和２年度 学校基本調査（速報値）」（令和２年５月１日現在）
［私立（新制度）］文部科学省「令和元年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況等調査」
（平成31年４月１日現在）

③④厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」（平成２年４月１日現在）
1(2)： ［第１号認定］内閣府調べ（公立・私立：令和２年４月１日現在）

［第２号認定］内閣府調べ（公立：２・３号認定の子ども数（令和２年４月１日現在）及び３号認定の子ども数
（令和２年10月１日現在）を基に推計、私立：令和２年４月１日現在）

［第３号認定］内閣府調べ（公立：令和元年10月１日現在、私立：令和２年４月１日現在）
その他：内閣府調べ（令和２年３月31日現在）

３．施設等利用費の支給月額

＊３：概ねの支給月額は、令和元年１０月から令和２年３月までの支給総額を下半期分（６か月）で除した金額
＊４：②の認可外保育施設等の欄には、在籍する幼稚園の預かり保育事業を利用した上で更に認可外保育施設等を利用する者と、

在籍する園で預かり保育事業を実施しておらず、認可外保育施設等のみを利用する者が含まれる。

＊４

＊４

＊３
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幼児教育・保育の無償化に係る国と地方の所要額について
（令和２年度予算）

＜備考＞
四捨五入により、端数において合計とは一致しない。

区分
国・地方合計（億円）

国 都道府県 市町村

施設型給付
（地域型保育給付含む）

＜新制度＞保育所・幼稚園等
私立 4,980 2,490 1,245 1,245

公立 2,038 - - 2,038

子育てのための
施設等利用給付

新制度の対象とならない幼稚園等 1,247 623 312 312

認可外保育施設等 267 133 67 67

預かり保育等 326 163 82 82

合計 8,858 3,410 1,705 3,743
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